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非開示理由等 所管局部課等

1 R3.2.1 R3.2.8
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく
工場・指定作業場名簿（令和２年３月31日現在）

21 1
環境局
多摩環境事務所
環境改善課

2 R3.2.1 R3.2.15

・020709【市課長会説明資料】有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）の都内地下
水の対応について
・020716【区課長会説明資料】有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）の都内地下
水の対応について
・021116【市課長会説明資料】有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）の都内地下
水の対応について

12 1
環境局
環境改善部
化学物質対策課

3 R3.2.1 R3.2.15
（請求内容）環境局が2021年度に新規事業として行うPFOS及びPFOAの地下水
調査の概要がわかる資料

1 当該公文書については、作成及び取得しておらず、存在しないため。
環境局
環境改善部
化学物質対策課

4 R3.2.10 R3.2.24

24環多改水第128号、
25環多改水第242号、
27環多改水第103号、
27環多改水第104号、
27環多改水第209号、
30環多改水第219号

30 1
環境局
多摩環境事務所
環境改善課

5 R3.2.10 R3.2.24 30環多改水第220号 16 1 1

事業場内の間取図は事業所の敷地内に関する情報であるため、公にすることに
より、侵入窃盗等の犯罪に利用されるなど、公共の安全と秩序の維持に支障を
及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第4号に基づき開示しな
い。

環境局
多摩環境事務所
環境改善課

6 R3.2.17 R3.2.26
・中間処理施設　事前計画書　表紙（令和２年７月８日収受）
・産業廃棄物処分業　許可証（３１環多廃変第１８号）（令和２年７月８日
収受　事前計画書の添付資料）

2 1
環境局
多摩環境事務所
廃棄物対策課

決定区分 （根拠規定）条例７条


